
Ｊ Ａ Ｍ

政策ＮＥＷＳ

2024年10月９日 第2025－02号

【発 行】ＪＡＭ

【発行責任者】中 井 寛 哉

【編 集】総合政策グループ

TEL：03-5860-6150

E-Mail：seisaku＠jam-union.jp

日本自動車部品工業会 会員企業に向け法令遵守・取引適正化を促進

９月25日、日本自動車部品工業会（以下、部
工会）はＨＰにて「型保管費の適正負担に向け
た取組手順」「手形等の支払サイト60日以内化
（※）対応のサポート情報」（※手形等が下請代金の
支払手段として用いられる場合の指導基準の変更）を
公表しました。
具体的な取組手順やサポート情報を公開する

とともに、部工会会員企業に向け以下のメッ
セージを発信しています。
『法令遵守はサプライチェーン全体で取り組

むべき重要な課題です。（中略）先般弊会は自

動車総連・ＪＡＭと懇談会を行い、労使一体で
取引適正化に取り組んでいく事を確認いたしま
した。労使間で取引適正化の課題を共有し、そ
の解決に向けて協力して取り組んでいただきま
すようお願いいたします。』
価格転嫁の取り組みは、サプライチェーン全

体に取引適正化が波及するように下請企業を意
識した取り組みが重要です。ＪＡＭにおいても、
部工会ＨＰを参考に、自社に有効な取り引きが
行なえるよう、また、法令遵守されているか労
使で確認を行ないましょう。

型保管費の適正負担への取組み手順や協議の事例が掲載されています。
型保管についての取り引きの際、参考にしましょう。

手形を下請代金の支払手段として用いる場合、手形の交付日から手形の満期までの期間が、
120日以内（繊維業の場合は90日以内）から60日以内に変更となります。
手形交付の際、満期までの期間を確認するとともに、取引先が下請法の対象となる事業者に
変わっていないか、確認しましょう。
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